
（参考）入院時の食費の基準の見直し

令和６年度診療報酬改定 Ⅲ－１ 食材料費、光熱費をはじめとする物価高騰を踏まえた対応－①

食材費等が高騰していること等を踏まえ、入院時の食費の基準を引き上げる。
※ 令和６年６月１日施行。令和６年３月までは重点支援地方交付金により対応。令和６年４月・５月については地域医療介護総合確

保基金により対応。

今回改定による影響、食費等の動向等を把握し、検証を行う。

入院時の食費の基準の見直し入院時の食費の基準の見直し
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入院時の食費の基準額の引き上げについて

○中間年改定の年に行う期中の診療報酬改定において、医療の一環として提供されるべき食事の質を
確保する観点から、令和７年４月より、入院時の食費の基準額を１食当たり20円引き上げる。

○患者負担については、原則、１食当たり20円、低所得者については、所得区分等に応じて０～10
円とする。

510円490円一般所得者の
場合

240円230円住民税非課税
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110円110円
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医療DX推進体制整備加算の見直しについて
○ 医療DX推進体制整備加算のマイナ保険証利用率の実績要件について、令和６年12月２日からマイナ保険証を基本とする仕組みへと
移行したことやこれまでの利用率の実績を踏まえつつ、今後もより多くの医療機関・薬局で医療DX推進のための体制を整備いただ
くため、令和７年４月から９月までにおけるマイナ保険証利用率の実績要件を新たに設定する。

○ 電子処方箋については、電子処方箋システム一斉点検の実施を踏まえた対応や新たに示された電子処方箋に関する今後の対応を踏
まえつつ、電子処方箋管理サービスへの登録の手間を評価する観点から見直しを行う。（令和７年４月１日より適用）

・ 医療機関については、医療DX推進体制整備加算の要件を見直し、電子処方箋の導入の有無に関する要件を具体化した上で、既に
導入した医療機関において電子処方箋管理サービスに処方情報を登録する手間を評価する観点から、導入済の医療機関と未導入の
医療機関の間で加算点数に差を設ける。

・ 薬局については、令和７年３月31日までに多くの薬局での導入が見込まれていること、紙の処方箋も含めた調剤情報を登録する
手間を評価する観点から経過措置を終了し、電子処方箋を導入した薬局を基本とした評価とする。

マイナ保険証利用率（案）

R7.1～R6.10～R6.7～利用率実績

R7.4.1～R7.9.30R7.1.1～R7.3.31R6.10.1～R6.12.31適用時期

45%30%15%加算１・４

30%20%10%加算２・５

15%※10%５%加算３・６

医療DX推進体制整備加算
～R7.3.31適用時期

－電子処方箋

調剤歯科医科

７点９点11点加算１

６点８点10点加算２

４点６点８点加算３

医療DX推進体制整備加算（案）
R7.4.1～適用時期

未導入導入済電子処方箋

調剤歯科医科調剤歯科医科

なし

９点10点加算４10点11点12点加算１

８点９点加算５８点10点11点加算２

６点８点加算６６点８点10点加算３

※小児科外来診療料を算定している医療機関であって、かつ前年

（令和６年１月１日から同年12月31日まで）の延外来患者数のう
ち６歳未満の患者の割合が３割以上の医療機関においては、令和

７年４月１日から同年９月30日までの間に限り、マイナ保険証利
用率要件として「15％」とあるのは「12％」とする。
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在宅医療DX情報活用加算の見直しについて

○ 医療DX推進体制整備加算と同様、電子処方箋については、電子処方箋システム一斉点検の実施を踏まえた対応
や新たに示された電子処方箋に関する今後の対応を踏まえつつ、電子処方箋管理サービスへの登録の手間を評価す

る観点から見直しを行う。

○ 具体的には、電子処方箋の導入の有無に関する要件を具体化した上で、既に導入した医療機関において電子処方

箋管理サービスに処方情報を登録する手間を評価する観点から、導入済の医療機関と未導入の医療機関の間で加算

に差を設ける。

在宅医療DX情報活用加算（※） 10点
在宅医療DX情報活用加算（歯科訪問診療料） ８点

（※）在宅患者訪問診療料（Ⅰ）の１、在宅患者訪問診療

料（Ⅰ）の２、在宅患者訪問診療料（Ⅱ）及び在宅が

ん医療総合診療料を算定する患者が対象

［施設基準（医科医療機関）］（要旨）

（４）電子処方箋を発行する体制を有していること。

（経過措置 令和７年３月31日まで）

在宅医療DX情報活用加算１（医科） 11点
在宅医療DX情報活用加算１（歯科訪問診療料） ９点

［施設基準（医科医療機関）］（要旨）

（４）電子処方箋管理サービスに処方情報を登録できる体制

（原則として院外処方を行う場合には電子処方箋又は引換

番号が印字された紙の処方箋を発行すること）を有してい

ること。

在宅医療DX情報活用加算２（医科） ９点

在宅医療DX情報活用加算２（歯科訪問診療料） ８点

［施設基準（医科医療機関）］（要旨）

（※）電子処方箋要件なし

現状 見直し後（変更点は赤字）
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